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参考見積募集要領 

 

次のとおり歩掛参考見積を募集します。 

   

令和 5年 4月 28 日                 独立行政法人水資源機構 

沼田総合管理所長  森合 正人 

 

１．目的 

この参考見積は、沼田総合管理所で予定している自動車交換購入の積算の参考とするため、

募集するものです。 

 

２.参考見積書提出者の資格 

(1)独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）における令和５・６年度一般競争（指名競

争）参加資格業者の認定を受けていることとします。 

(2)営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

(3)機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成 6 年 5 月 31 日付け 6 経契第

443 号）に基づき、利根川水系及び荒川水系関連区域において指名停止を受けていないこと

とします。 

 

３．参考見積書の提出等 

  参考見積書は、次に従い提出してください。 

(1) 参考見積書は、別記様式を参考に作成し、別添の見積仕様書を満足する自動車を交換購入す

る場合における費用を記載してください。 

また、併せて車両・車種選定したカタログを提出してください。 

(2) 提出期限：令和 5年 5月 19 日まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 9 時か

ら午後 5 時まで。 

(3) 見積有効期限は「令和 5年 10月 31 日まで」としてください。 

(4) 見積書へ契約後「納期○ヶ月等」参考納期を記載ください。 

(5) 提出先 

 独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所 所長 森合 正人 宛（見積書宛名も同じ） 

 【担当】 総務課 廣瀬 

〒378-0051 群馬県沼田市上原町 1682 

独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所 

TEL：0278-24-5711 FAX：0278-22-7565 

(6) 提出方法 

参考見積書は、社印があることとし、持参、郵送又はＦＡＸにより提出してください。 

 

４．参考見積内容 

別添の見積仕様書のとおりとします。 

 

５．募集要領に対する質問 

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により提

出してください。 
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(1) 提出期間：令和 5年 5月 10 日から令和 5 年 5 月 16 日まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 9時か   

ら午後 5 時まで。 

(2)提出場所及び提出方法：３．に同じ。 

 

６．質問に対する回答 

質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。 

(1)閲覧期間：令和 5 年 5月 15 日から令和 5年 5月 17 日まで 

(2)閲覧方法：ホームページに掲載します。 

 

７．参考見積書作成及び提出に要する費用 

参考見積書提出者の負担でお願いします。 

 

８．ヒアリング 

提出していただいた参考見積書についてヒアリングを実施することがあります。 

 

９．その他 

この参考見積書をご提出いただいたことで、自動車購入の指名又は競争参加資格をお約束す

るものではありません。 

ご提出いただいた参考見積書は、自動車購入積算の目的以外には使用しません。 

以上 
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令 和 ５ 年 ４ 月 

 

 

 

独立行政法人水資源機構 

沼 田 総 合 管 理 所 
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１．件 名 

矢木沢ダム警報車交換購入 

 

２．車 種 

ガソリン自動車（新車）又はハイブリッド自動車（新車） 

（仕様） 

ＳＵＶ（スポーツ用多目的自動車）またはクロスカントリー自動車 

 

３．台 数 

１台 

 

４．車体色 

シルバー系、グレー系 

 

５．仕 様 

（１）自動車の種別 

普通特殊自動車 

用途：水防用（緊急自動車） 

水防のための出動に使用するもの 

（２）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）第６条第１

項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和４年２月２５日

変更閣議決定）の「乗用車」の基準を満たすほか、次の要件を満たすものとする。 

① ガソリン車またはハイブリッド車とし、ボディータイプは、ＳＵＶ・クロスカント

リータイプであること。 

② 駆動方式は四輪駆動とする。 

③ ５人乗りで４ドア以上あること。 

④ エンジンの総排気量が1,800cc相当であること。なお、相当する車種がない場合は、

直近で一番近い総排気量の車種とする。 

⑤ 使用燃料は、無鉛レギュラーガソリンであること。 

⑥ トランスミッションは、オートマチック又は無段変速機（ＣＶＴ）であること。 

⑦ ステアリングは、右ハンドル（パワーアシスト付）であること。 

⑧ パワーウィンドウ、パワードアロックを標準装備していること。 

なお、パワードアロックが標準装備でない場合は、その装備を標準とする。 

⑨ 運転席及び助手席にエアバッグを標準装備していること。 

⑩ ブレーキシステムのＡＢＣを標準装備していること。 

⑪ 安全システムに衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置、車線逸
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脱警報（又は車線維持支援装置）を標準装備していること。 

なお、各安全装置が車種によって標準装備されていない場合は、その装備を標準と

する。 

⑫ オートエアコンを標準装備していること。 

⑬ 最低地上高は、概ね 180mm 以上であること。 

 

６．装備品 

（１）車両装備品（標準装備品の場合を含む） 

車両装備品は、全てメーカー純正とし、次に示すものを装備するものとする。 

また、納入予定車両の車種、グレードにおいて、メーカー標準装備となるものは全て装

備するものとし、本仕様書に記載のない装備を取り外してはならない。 

①  サイドバイザー（前後） 

② フロアマット（２列、トランク） 

③ カーナビゲーションシステム（バックカメラ対応） 

車種標準インチ、HD ディスプレイ、AM/FM、TV、DVD/CD、VICS 

④ ETC2.0 ユニット 

（２）装備品（社外品含む） 

① ドライブレコーダー（360 度＋リアカメラ） 

バックカメラの映像は、バックギヤに連動しモニターに出力するものとする。 

② USB 端子（5V×１個以上、カーナビゲーションシステムに付帯する場合も含む） 

③ スペアキー        2 個 

④ 車両用散光式警光灯    1 台 スピーカ搭載タイプ AXS-12LKF-RR、DC12V 

⑤ 車両用電子サイレンアンプ 1台 SAP-520PB-K、DC12V 

⑥ 電子サイレンアンプマイク 1台 SDM-10A、サイレンアンプ機能スイッチ付 

（３）その他 

  ① ガラスコーティング    １式 車両本体 

 

７．諸手続き 

（１）車両登録関係手続き 

交換購入に伴い必要となる車両登録関係手続き（保険、税金、リサイクル料金等）の

一切を代行するものとし、その費用は、本件に含むものとする。 

（２）緊急自動車指定申請手続き 

   緊急自動車指定申請手続きの一切を代行するものとし、その費用は、本件に含むもの 

とする。 

（３）緊急通行車両の事前届出 

   緊急通行車両の事前届出手続きの一切を代行するものとし、その費用は、本件に含む
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ものとする。 

（４）所有者及び使用者の名称等 

自動車検査証における名称等については、以下のとおりとする。 

所有者の氏名又は名称 独立行政法人水資源機構 

所有者の住所 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 

使用者の氏名又は名称 独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所 

使用者の住所 群馬県沼田市上原町１６８２ 

 

９．納 期 

令和６年３月１５日 

 

１０．納入期間 

  契約後、車両を納めるまでに必要な月数 

 

１１．納入場所 

群馬県沼田市上原町１６８２ 沼田総合管理所 

 

１２．交換のため引き渡す自動車 

（１）引き渡す自動車 

①自動車登録番号 群馬８００ せ １１４６ 

②車名及び型式 スズキ エスクード LA-TL52W-201734 

③寸法 長さ 409ｃｍ 幅 178ｃｍ 高さ 188ｃｍ 

④車両重量 1,420kg 

⑤乗車定員 ５人 

⑦初年度登録年月 平成１５年３月 

⑧自動車検査証の有効期間の満了する日 令和７年３月３０日 

⑨車体色  シルバー 

⑩走行距離 約２２万ｋｍ 

⑪付属品  スタットレスタイヤ（アルミホイール付）４本 

⑫引渡場所 群馬県沼田市上原町１６８２ 

（２）使用済自動車とする場合 

交換のため引き渡す自動車を使用済自動車とする場合においては、当該使用済自動

車の引き取りは、受注者の指定引取業者にて行うものとする。 

なお、引取業者の指定にあたっては、別途発注者に通知するものとし、指定引取業者

に対し、車両内容等において守秘義務を負わせるものとする。 

また、使用済自動車となったことを証明する書類を発注者に提出するものとする。 
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（３）中古車として引取る場合 

交換のため引き渡す自動車を中古車として引き取る場合は、引き取り後、速やかに名

義変更の手続きを行うものとする。 

また、名義変更を行ったことを証明する書類を発注者に提出するものとする。 

（４）自動車損害賠償責任保険の還付金 

自動車損害賠償責任保険の還付金は、下取価格に含まれるものとする。 

 

１３．保 証 

保証は、メーカー指定の保証（年数、走行距離）期間内において故障が発生した場合は、

無償で修理又は取替をしなければならない。 

 

１４．その他 

（１）諸費用等 

交換購入に伴う次の費用はね本件に含むものとする。 

①自動車損害賠償責任保険（３７カ月） 

②自動車税、環境性能割、自動車重量税 

③自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金 

④車両登録手続きに要する費用 

⑤指定納車場所までの納入に要する費用 

⑥交換引渡物品の引き取りに要する費用 

以上 

 






